
事  業  報  告 
 

 国民健康保険は、国民皆保険制度の中核として、地域住民の医療の確保と健康の保持増進に大きく貢献してきたが、急速な少子

高齢化などの社会構造の変化や脆弱な財政基盤等により、その財政は依然として厳しい状況にある。 

 このような中、国民皆保険制度を堅持し、医療保険制度の将来にわたる持続的かつ安定的な運営を図るため、本会においては、

次の業務に積極的に取り組んだ。 

 

１ 適切かつ迅速な診療報酬審査支払業務の推進  

２ 後期高齢者医療制度への対応と広域連合への業務支援  

３ 介護保険関連業務の推進   

４ 特定健康診査・特定保健指導等の保健事業の推進 

５ 障害者自立支援業務の推進  

６ 出産育児一時金等の直接支払いの対応  

７ 保険者レセプト管理システムの運用  

８ 個人情報の保護と会計事務処理の適正化  


